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オンライン申請の手順（スマートフォンを使った申請方法） 

１ QRコードを読み込む 

【電子申請のQRコードが記載された通知が送られてきた方】 

→「新規認定請求書」のみ提出する方に限り、電子申請が可能です。 

【電子申請のQRコードが記載された通知が送られてきていない世帯】 

→郵送又はこども政策課窓口（本庁舎１階）で御提出ください。 

２ 

 

～ 

 
～ 

 

「手続き申込 利用者ログイン」で、ID及びパスワードを入力し、ログイン

してください。 

 

※e-kanagawa の利用者登録が必要です。利用者登録がお済でない

方は、「e-kanagawa 神奈川県 電子申請システム」画面右上のメニュ

ーから利用者登録画面に進み、画面に従って登録を行ってください。 

利用者登録については、神奈川県ホームページ「利用者登録の手引き」

をご覧ください。 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/fz7/shisetsu/tebiki

.html 

３ 

 

利用規約を確認し、説明に同意いただけましたら、「同意する」をクリック

してください。 

４ 

 

 

※マイナポータルアプリのダウンロードがお済でない方は、アプリのダウ

ンロードを行ってください。 

 

「電子署名環境確認」の内容を確認し、「申込へ進む」をクリックしてくだ

さい。 
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５ 

 

 

「基本４情報読取について」の内容を確認し、「次へ進む」をクリックして

ください。 

６ 

 

基本４情報の読取を行います。 

マイナンバーカードを用意して、「次へ」をクリックしてください。 

 

７ 

 

マイナンバーカード用署名用電子証明書のパスワードを入力してくださ

い。 

（パスワードは、6～16桁、英大文字と数字の組み合わせです。） 

 

【注意！】パスワードを５回間違えるとロックされてしまいます。ロックさ

れてしまった場合は、秦野市戸籍住民課窓口（秦野市役所本庁舎１階）等

で暗証番号の再設定（初期化）が必要です。 

 手続きには、マイナンバーカード（個人番号カード）と本人確認書類を

お持ちください。 

 詳しい手続き方法は、 

https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1610870107365/index.html 

 

https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1610870107365/index.html
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８ 

 

「マイナンバーカード読み取り」画面で案内に従って、マイナンバーカード

を端末のカード読み取り位置にピッタリと密着させます。読み取りが終

わるまで動かさずしばらくお待ちください。 

自動的に次の画面に移動します。 

９ 

 

電子署名が完了したら、「外部サービスに戻る」をクリックしてください。 

１０ 

 

～ 

 

「手続き申込」画面で、必要事項の入力を行ってください。 

 

入力等が終わったら、「確認へ進む」をクリックしてください。「申込確

認」画面が表示されますので、「電子署名」をクリックしてください。 
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１１ 

 

電子署名を行います。マイナンバーカードを用意して「次へ」をクリックし

てください。 

１２ 

 

マイナンバーカード用署名用電子証明書のパスワードを入力してくださ

い。 

（パスワードは、6～16桁、英大文字と数字の組み合わせです。） 

１３ 

 

「マイナンバーカード読み取り」画面で案内に従って、マイナンバーカード

を端末のカード読み取り位置にピッタリと密着させます。読み取りが終

わるまで動かさずしばらくお待ちください。 

自動的に次の画面に移動します。 

１４ 

 

電子署名が完了しました。 

「外部サービスに戻る」をクリックしてください。 
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１５ 

 

「署名内容の確認」画面を下にスクロールし「署名する」をクリックしま

す。 

1６ 

 

「申込完了」画面が表示されます。 

１７ 

 

申込が完了すると、登録したメールアドレスに、手続きが完了した旨のメ

ールが届きます。申請はここで終了です。 
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